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　　会員の皆様もシルバーを利用してみませんか

公益社団法人精華町シルバー人材センター広報誌　 平成25年1月1日発行　第34号

　　安全・適正就業委員会だより

適正就業基準（継続就業業務）の運用についてのお願い

　事故発生状況（平成24年9月1日～平成24年11月30日）

側溝の泥上げ（いけたに保育所） 　　植栽剪定（かしのき苑 ） 　　除草（光台9丁目公園） 　　剪定（一般家庭）

・パソコン操作の相談等

・家の簡単な大工作業

・庭木の手入れ

・ふすまや障子、網戸の張替え

・田畑や空き地の草刈

・庭の草引き

・庭木の水やり

・毛筆等での宛名書きや賞状書き

・一般事務の手伝い

・建物管理

・駐車場管理

・屋内外の清掃

・家事の手助け

・子どもの送迎

　
(徒歩もしくはタクシー利用)

� 精華町役場庁舎南線歩道除草作業（９月２９日）除草作業時、役場前歩道の草刈作業中（ナイロンコード）、

一時停止中の軽四輪自動車の助手席側の窓ガラスに飛石が当たり、ガラスが損壊した。（物損事故） 

 

� 精華台保育所駐車場の草刈り（１１月１８日）除草作業時、駐車場北側の柵にシートをかけて２人で草刈

機（ナイロンコード）で刈り始め、道路を隔てた家の２階の窓に飛石が当たり、窓ガラスが破損した。（物

損事故） 

適正就業基準は①公平で適正な就業を望む会員の声、②国（厚生労働省）からの指導により、平成２４年４

月１日に施行されましたが、その中の継続就業業務に関する基準内容が，平成２５年４月１日より実施されま

す。 

この運用方法については、昨年１２月の地域懇談会にて説明・報告を致しましたが、継続就業業務は「３年

を区切りとする」の規定に基づき、今年１月より実施日（４月１日）に向け準備作業（募集・引継・研修）を

行っています。何分にも初めての施行ですので、情報の伝達に努め、会員の皆様のご理解を得ながら前に進み

たいと思いますので、会員の皆様のご理解とご協力をお願い致します。また、この広報誌とは別にご案内して

います適正就業基準に関する資料もご確認下さい。 （安全・適正就業委員会 担当理事 川野武豊） 

 安全・適正就業委員会として、事故減少の取り組みとして安全・適正就業パトロール及び安全講習会等を通

じ、就業時及び就業途上での事故防止の取組を行っておりますが、残念ながら２件の事故が起こりました。 

 万一事故に遭ったときは、すぐにセンター事務局に連絡をし、センターの指示に従って対処して下さい。事

故後、会員は速やかにセンター所定の「事故連絡票」の提出を行って下さい。所定用紙はセンターにあります。

またホームページからも入手できます。 

左記は当シルバーにおける今まで

の仕事の実績です。 

 このようなことで人手が必要に

なったときは、まずは事務局へご

相談ください。仕事の詳細をお聞

きした上で見積りします。 


